
1-1.　耐震補強において目標とする耐震性能 ■　既設橋を対象とした目標性能（国交省事務連絡の考え方）

1）　平成24年事務連絡で提案されている性能　　下表の赤囲みの性能を追加（性能2-aと称す）

□　H24年道路橋示方書に示されている新橋を対象とした性能

低い

↑

↓

高

（出典：H24道示Ⅴｐ13、H29道示Ⅴｐ.11）　

重
要
度

新橋を対象としたLV2地震動に対する目標性能

　B種の橋に適用する耐震性能2では、地震直後の供用性と、応急復旧で速
やかに修復でき、恒久復旧が容易に行えることが求めれれている。（既設
橋の耐震でここまでの性能を求めることは現実的でない）

⇒　支承及び落防システムの補強を対象とした耐震性能において、レベル1地震動で設計された既設
　支承が損傷することは許容しつつ、水平力を分担する構造を増設するなどしてLV2地震動による水
　平力の伝達機能を確保するものである。なお、既設の支承部は損傷し機能を失うことが予想される
　ため、道路橋示方書の耐震性能2で求めている「レベル2地震動による損傷が限定的なものに留ま
　り、橋としての機能の回復が速やかに行い得る状態が確保されるとみなせる耐震性能レベル」に対
　して、地震後の恒久復旧（長期修復性）が困難となる可能性があるという点で、耐震性能2とは異
　なっている。（長期修復性の目標を緩和）
　　なお、この事務連絡においては、既設橋を対象とした落橋防止や橋脚補強に関する考え方も記載
　されているため、必要に応じて準用することができる。

・高速自動車国道，都市高速道路，指定都
市高速道路，本州四国連絡道路，一般国道
の橋
・都道府県道のうち，複断面，跨線橋，跨
道橋又は地域の防計画上の位置付けや当該
道路の利用状況等から特に重要な橋
・市町村道のうち，複断面，跨線橋，跨道
橋又は地域の防災計画上の位置付けや当該
道路の利用状況等から特に重要な橋

下記以外の橋A種の橋

B種の橋

道路橋の技術基準である道路橋示方書は、基本的に新設橋梁を対象としているため、制約条件が多い既
設橋梁を対象にした耐震補強にそのまま適用することが困難なところがある。また、耐震補強に関する
設計基準は、必ずしも明確には整っていない。
　このような状況に鑑み、平成24年道示の改定以降、平成24年と27年の国交省事務連絡により耐震補強
における耐震性能確保の考え方が示され、これを参考に耐震補強を行っているところである。その後、
平成29年に道路橋示方書が改定されているが、耐震性能に対する考え方は平成24年道示と概ね同じ内容
であるため、以前に発せられた事務連絡の内容を現在においても使用している。
　ここでは、これまでの設計基準や耐震補強の取り組みの経緯を踏まえて、既設橋を対象にした耐震補
強特有の制約条件を考慮した性能目標を検討する。

表1-1.　既設橋の耐震補強設計に関する施策と設計基準の変遷

耐震設計上の
橋の重要度の

区分
対象となる橋

表1-2.耐震設計上の橋の重要度

橋梁耐震化の考え方① [参考］

発行年 耐震設計基準等 主な内容等 備 考 

平成 17 年 H17.6.23 事務連絡 

「緊急輸送道路の橋梁耐震

補強 3 箇年プログラム」の策

定について 

緊急輸送道路に架かる橋を対象にした

耐震補強の重点実施（S55 年道示より前の

耐震性の小さい構造の橋を対象） 

橋脚段落とし部の補強と落

橋防止装置の設置 

平成 21 年 H21.3.31 事務連絡 

「橋梁耐震補強における対

策工法の選定の考え方」につ

いて 

上記 3 箇年プログラムで実施した橋脚

段落とし部の補強に加え、柱の基部補強

を含めたグレードアップ補強の計画・設

計方法を示した。 

H17 年 3 箇年プログラムか

らのアップグレード補強 

平成 24 年 道路橋示方書（H24）発刊 

（新設橋を対象） 

・設計地震動の変更（LV2-TYPEⅠ） 

・TYPE-A 支承を廃止し、LV2 地震に対応し

た支承のみ規定 

 

平成 24 年 H24.12.18 事務連絡 

(国総研資料 700 号) 

既設橋の耐震補強設計に関

する技術資料 

・既設橋特有の制約条件があるなかで、耐

震補強における当面の目標とする耐震性

能の例を示し、設計における留意事項や

考え方をまとめている。 

H24 道示をベースにして耐

震補強設計用に整理 

平成 27 年 

 

H27.6.25 事務連絡 

既設道路橋の耐震性能照査

及び耐震補強設計について 

・耐震補強における基礎の照査に関し、適

切な取扱いを徹底するため、耐震補強設

計において道路橋示方書を準用する場合

の考え方と留意点を示した。 

既設道路橋基礎の性能照査

方法が示された 

平成 29 年 

 

道路橋示方書（H29）発刊 

（新設橋を対象） 

・耐震性能の設定内容は H24 道示と同じ

内容。 

・落橋防止システムについては、橋軸方

向、直角方向、回転方向に対して独立して

働くシステムで再編し、記載内容を変更。 

 

 

← B 種 の 橋

の性能目標

←A種の橋の

性能目標

表1-3

表1-4

表1-2-1



■　既設橋を対象とした目標性能（国交省事務連絡の考え方）

2）　平成27年事務連絡で提案されている性能　　下表の赤囲みの性能を追加（性能2-bと称す）

■　既設橋を対象とした耐震補強において目標とする耐震性能

1-2　橋の重要度と目標とする耐震性能

■生駒市における耐震設計上の重要度

表1-7.　既設橋の耐震補強において目標とする耐震性能

表1-6　生駒市の耐震補強設計におけるLV2地震の設計状況における目標性能（案）　※赤字は道示Ⅴの耐震性能2に対して変更している内容を

表1-8　 耐震設計上の橋の重要度の区分（H24道示Ⅴｐ13）

B種の橋
　①　地域の防災計画上の位置づけで特に重要な橋
　　⇒　緊急輸送道路、その他防災計画上特に重要な道路に架かる橋
　②　橋が被害を受けた場合の他の施設への影響度（二次被害の発生等）が大きい橋
　　⇒　複断面、跨線橋，跨道橋
　③　当該道路の利用状況から特に重要な橋
　　⇒　利用者の多い主要駅に関連する橋など、橋の利用者が多く、地震後の橋の
　　　被害に伴う影響や、応急復旧（恒久復旧）による工事の影響や難易度が大きい
　　　もの（当業務においては、日当り乗降者数が1万人を超える、近鉄生駒駅、東
　　　生駒駅、学研奈良登美ヶ丘駅に関連する橋を対象とする）
　④　橋が通行機能を失ったときの代替性の有無
　　⇒　防災拠点や避難地等を結ぶ経路の多重性・代替性が確保できない場合など、
　　　その橋の通行機能を確保することが重要となる橋とする。なお、今回の検討に
　　　おいては、緊急輸送道路の指定に際して、多重性や代替性は考慮済みの内容と
　　　考え、前期「①地域の防災上の位置づけで特に重要な橋」の項目で代表させる
　　　ものとした。
　⑤　機能回復の難易度
　　⇒　重交通路線に架かる橋、長大橋、跨線橋、深い渓谷や湖面に架かる橋など、
　　　機能回復を行うための対応や工事施工の難易度が大きい橋とする。なお、当業
　　　務の対象橋梁には、このような橋は含まれていない）

A種の橋
　　上記以外の橋

⇒　土木研究所資料では、橋の供用性と短期修復性及び基礎の長期修復性の具体的内容の記載があり、事務連絡の損傷度と対比することで理解しやすくなるため資料を
　添付する。なお、耐震補強においては目標とする供用性や修復性（右下図赤囲み）に応じて、目標とする強度点（E,Y,M,U点）を選択することになる。

橋梁耐震化の考え方② [参考]

耐震補強において 

目標とする橋の耐震性能 

耐震設計上の

安全性 

耐震設計上の 

供用性 

耐震設計上の修復性 備 考 

短期的修復性 長期的修復性 

耐震性能 2 落橋に対する

安全性を確保

する 

地震後、橋としての機能

を速やかに回復できる 

機能回復のための修

復が応急復旧で対応

できる 

比較的容易に恒久復旧を行うことが可

能である 

H24 道示Ⅴ 

耐震性能 2 と同様 ﾚﾍﾞﾙ 2 地震動による損傷が限定的なものに

留まり、橋としての機能の回復が速やかに

行い得る状態が確保されるとみなせる耐震

性能レベル 

耐震性能 2-a 落橋に対する

安全性を確保

する 

地震後、橋としての機能

を速やかに回復できる 

機能回復のための修

復が応急復旧で対応

できる 

恒久復旧を行うことは可能である H24 年事務連絡で提案

されている性能 

（追加） 

※主に支承及び落防の目

標性能として適用 

ﾚﾍﾞﾙ 2 地震動により損傷が生じる部位があ

り、その恒久復旧は容易ではないが、橋とし

ての機能の回復は速やかに行い得る状態が

確保されるとみなせる耐震性能レベル 

耐震性能 2-b 落橋に対する

安全性を確保

する 

少なくとも、避難路や救

助・救急・医療・消火活

動及び緊急物資の輸送

路としての機能を確保

する 

左記の橋の機能回復

を速やかに行うこと

ができる 

各部材の限界状態の選択によっては、橋

の機能回復にあたって、通行の制限や別

途荷重を受け直すなどの措置が必要な

ことや、部材の恒久復旧は容易でないこ

ともある。 

H27 年事務連絡で提案

されている性能 

（追加） 

※主に基礎補強の目標性

能として適用 

同上 

耐震性能 3 落橋に対する

安全性を確保

する 

   H24 道示Ⅴ 

耐震性能 3 と同様 ﾚﾍﾞﾙ 2 地震動に対して落橋等の甚大な被害

が防止されるとみなせる耐震性能レベル 

※1. 耐震性能 2-a と 2-b は統合して考えることも可能である。 

※2. ・耐震設計上の安全性：地震による上部工の落下や橋脚の倒壊によって人命を損なうことにないようにすること 

・耐震設計上の供用性：地震後において、本来有すべき通行機能または、避難路や救助、救急・医療・消火活動及び緊急物資の輸送路としての機能を維持できること。 

・耐震設計上の修復性：地震によって生じた損傷に対する修復の容易さ（地震直後の短期修復性とその後の長期修復性）

耐震設計上の 

橋の重要度の区分 
対象となる橋 

A 種の橋 下記以外の橋 

B 種の橋 

・高速自動車国道，都市高速道路，指定都市高速道路，本州四国連絡道

路，一般国道の橋  

・都道府県道のうち，複断面，跨線橋，跨道橋又は地域の防計画上の位

置付けや当該道路の利用状況等から特に重要な橋  

・市町村道のうち，複断面，跨線橋，跨道橋又は地域の防災計画上の位

置付けや当該道路の利用状況等から特に重要な橋 

 

設計地震動 

目標とする耐震性能 

備 考 B 種の橋 A 種の橋 

← 高    重 要 度    低 → 

レベル 1 地震動 耐震性能 1 耐震性能 1  

レベル 2 地震動 
耐震性能 2 ※1 

(2-a、2-b を含む) 
耐震性能 3  

 

表1-5

図-2


